
任意継続加入者等記号・番号
枝 番

資格確認書等の添付
任意継続加入者の資格期間

（新しい職場の資格確認書等、資格取得日が分かる書類の本人分の写しを添付してください） （医師国保等は除きます）

任意継続加入者の資格喪失年月日以降は、任意継続加入者としての保険診療等は受けられませんので十分ご注意ください。 
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